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平成30年度 税制改正解説速 報

禁無断複写・転載

関係法令 一定の貸付け 内容

認定事業計画（仮称）に基づく貸付け
市町村による事業計画の認定を受けた農業従事者に対し、
賃借権等が法定更新されない農地を貸付ける制度

特定都市農地貸付け（仮称）の用に供されるための貸付
け

市民農園の開設のため、市町村及び農地所有者と協定を
締結した者に対し、農地所有者が農地を直接貸付ける制度

地方公共団体又は農業協同組合が行う特定農地貸付
けの用に供されるための貸付け

地方公共団体等が実施主体となり、農地所有者から借受け
た農地を利用者に使用させる制度

地方公共団体及び農業協同組合以外の者が行う特定
農地貸付けで一定のものの用に供されるための貸付け

農地所有者が市町村と貸付協定を結んで実施主体となり、
所有する農地を利用者に使用させる制度

都市農地の貸借の
円滑化に関する法律

（仮称）

特定農地貸付法

資産課税 農地等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し

1．改正の概要

21

（1）一定の貸付けがされた生産緑地に係る納税猶予の適用拡大（相続税）

（2）三大都市圏の特定市以外の生産緑地に係る営農継続要件の見直し（相続税）

農業従事者の減少・高齢化が進む中、限られた資源である都市農地の有効活用のため、都市農地の貸借の円滑化に関
する法整備（都市農地の貸借の円滑化に関する法律（仮称）、特定農地貸付法）が進んでいる。
これを受け、今年度改正では、農地等の相続税の納税猶予制度につき、一定の貸付けがされた生産緑地についても納

税猶予を適用する措置が講じられる。

三大都市圏の特定市以外の生産緑地については、20年の営農継続により猶予中の相続税が免除されていたが、今年
度改正により、終身の営農継続が要件とされる。
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平成30年度 税制改正解説速 報

禁無断複写・転載

2．適用時期

22

3．実務上の留意点

4．今後の注目点

生産緑地法が施行された1992年に指定を受けた生産緑地（約1万ヘクタール）について、30年間の転用制限が切れ、大
規模な宅地転用が懸念される「2022年問題」に対応するため、平成29年4月に生産緑地法・都市計画法が改正された。
これを受け、今年度改正では、農地等の相続税・贈与税の納税猶予制度につき、次の措置が講じられる。

① 特例農地等の範囲の拡大
・生産緑地の指定を延長された「特定生産緑地」である農地等
・都市計画法の改正により創設された「田園住居地域」にある農地（三大都市圏の特定市に限る）

② 特定生産緑地の指定（又は指定期限の延長）がされなかった生産緑地については納税猶予の適用範囲外となるが、
現に適用を受けている納税猶予に限り、その猶予を継続する

（3）生産緑地法・都市計画法の改正に伴う措置（相続税・贈与税）

上記1.（1）（2）については都市農地の貸借の円滑化に関する法律の施行日以後に相続又は遺贈により取得する農地等
に係る相続税について適用する。
同日前に相続税の納税猶予の適用を受けている者については、選択により上記1.（1）の適用ができることとされ、その場

合には、上記1.（2）についても適用される。

都市農地の貸借の円滑化に関する法律の詳細内容及び成立・施行スケジュール

上記1.（1）一定の貸付けがされた生産緑地に係る納税猶予の適用拡大、（2）三大都市圏の特定市以外の生産緑地に係
る営農継続要件の見直しについては、相続税の納税猶予に関する改正で、贈与税の納税猶予には適用されない。


